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黒浜地区

奈良・平安時代と蓮田　－水からの恩恵と古代の生業－
　7世紀に入り全国を統一した大和政権は、隋(ずい)や唐(と

う)の制度を手本とした律令国家(りつりょうこっか)を造り

ました。和銅3年(710)には「平城京(へいじょうきょう:奈

良)」を都とし、全国に「国・郡・郷」を設置し、国ごとに

国府を置き国司を派遣して治めさせました。また、政府は国

家基盤の強化のために産業・技術や仏教など大陸文化を積極

的に取り入れました。遣隋使(けんずいし)・遣唐使(けんと

うし)の派遣、渡来人(とらいじん)の登用、聖武天皇(しょう

むてんのう)による東大寺(とうだいじ)と全国の国分寺(こく

ぶんじ)・国分尼寺(こくぶんにじ)の建立(こんりゅう)など

がその例です。やがて、延暦13年(794)に都は「平安京(へい

あんきょう:京都)」に遷(うつ)されますが、この時代の終末

には古代の律令社会の根幹をなす土地制度が崩壊し、地方の

武士団が結成され、次第に力を発揮するようになりました。

　埼玉県は現在の東京都や神奈川県の一部と共に「武蔵国

(むさしのくに)」に属し、武蔵国には当初19郡、後に高麗

(こま)郡・新羅(しらぎ)郡を加えて21郡が置かれました。

　国府(こくふ)は府中市、国分寺・国分尼寺は国分寺市にあ

りました。埼玉県域に属した郡の当時の総人口は約10万人程

度という推定もあり、蓮田の地は南北に長い埼玉(さきたま)

郡に属していました。平城京からは、天平18年(746)に「武

蔵国男衾(おぶすま)郡から豆製品や干し魚を当時の政府に納

めた時の木簡(もっかん:貢納物(こうのうぶつ)の木製荷

札)」が出土しています。10世紀中頃以降になると平将門(た

いらのまさかど)の乱(939～940)にみるように、武蔵国内で

も武士の台頭が目立つようになります。やがて、坂東八平氏

の秩父氏の一族や武蔵七党など武蔵国に基盤をもつ武士団が

育ち、活躍するようになりました。

　8世紀の奈良時代には、「奈良の大仏」に象徴される大規

模な国家的事業が推し進められ、前述の国分寺や国分尼寺が

建てられ、各地に瓦(かわら)や須恵器(すえき)を焼く窯(か

ま)などが作られた工房が設けられました。市内でも、鉄の

生産が行われていたことが荒川附遺跡や椿山遺跡などで判明

しています。市内では奈良時代の遺跡が9ヶ所、平安時代の

遺跡が18ヶ所、貝塚2ヶ所も確認されていますが、その多く

は製鉄に関連した遺跡です。出土している鉄の分析結果で

は、砂鉄を原材料とした製品であると判明しており、全国的

な鉄生産と同じ形態であることがわかっています。

　市内で発見されているのは小鍛冶(こかじ)工房跡が多く、

砂鉄から鉄の塊(かたまり)を作る大鍛冶(おおかじ:製鉄炉)

や、燃料となる木炭を焼く窯などは多くは発見されていませ

ん。この砂鉄は台地が洗われ流れ出た砂鉄が蓮田の地の川辺

で堆積し、これを活用していたものと考えられます。

　『黒浜(くろはま)』の地名の発祥は、砂鉄の黒に由来する

とも考えられます。発掘では「金屎(かなくそ)」と呼ばれる

ものが多く出土しますが、小鍛治精錬の際に発生するもので

実際には『ゴミ』です。一部は再利用され、製品の形状を整

える際の台座として利用されているものもあります。

　また、この時代には土錘(どすい)と呼ばれる土製の錘(お

もり)が出土し、玉状と管状に分類されます。漁労(ぎょろ

う)用や編み物用と考えられ、ここにも水の恩恵が推察(すい

さつ)されます。市内で出土する多くは、玉状を中心に小型

のものが大部分を占めますが、荒川附(あらかわづけ)遺跡

(関山3,4丁目)では流れの速い上流域で発見されるような大

型の土錘も出土しています。

平将門の乱と椿山遺跡平将門の乱と椿山遺跡

　市内の製鉄集落でも椿山遺跡
は、平将門の乱が起こった頃に
ピークがあり、勢力下にあった
ことから、その時期には武器製
造の一翼を担っていた事も推測
されます。

武蔵国と埼玉郡武蔵国と埼玉郡

　埼玉郡は武蔵国の北東部
に位置し、蓮田は埼玉郡の
ほぼ中央に位置します。埼
玉郡の郡役所は発見されて
いませんが、行田市にあっ
たとされる説が有力であ
り、元荒川は行田へ上る舟
運の中継点であり、荒川附
遺跡はその河岸場に当たる
遺跡と推測されます。

小鍛冶工房跡小鍛冶工房跡 (荒川附遺跡)

　荒川附遺跡からは、古墳時代後
期～平安時代初頭にかけての貝塚
が発見されています。主体となる
貝種は、オオタニシ・チリメンカ
ワニナなどの淡水産貝類ですが、
ハマグリも含まれており、流通の
可能性が考えられます。

蓮田
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